
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

選
挙
等
の
執
行
状
況
を
踏
ま
え
た
規
定
の
新
設
等

１

自
動
車
を
期
日
前
投
票
所
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
使
用
に
係
る
加
算
規

定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
四
条
の
三
第
五
項
関
係
）

２

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
費
の
基
準
額
に
つ
い
て
、
区
画
数
の
増
加
に
伴
う
加
算
額
を
実
情
に
即
す
る
よ
う
見
直
す
こ
と
等

に
よ
り
、
こ
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
の
二
関
係
）

３

保
存
期
間
経
過
後
の
投
票
用
紙
の
処
分
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
措
置
す
る
た
め
、
事
務
費
の
基
準
額
を
改
定
す
る

こ
と
。
（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
）

４

災
害
の
発
生
、
感
染
症
の
ま
ん
延
等
に
よ
り
生
じ
た
経
費
の
う
ち
基
準
額
を
超
え
る
も
の
を
措
置
す
る
た
め
の
規
定

を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
第
二
項
関
係
）

二

投
票
所
経
費
等
の
基
準
額
の
改
定

最
近
に
お
け
る
物
価
の
変
動
等
を
踏
ま
え
、
投
票
所
経
費
、
開
票
所
経
費
、
事
務
費
等
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
。



（
第
四
条
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
関

係
）

第
二

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正

基
幹
放
送
事
業
者
に
お
け
る
中
波
放
送
の
超
短
波
放
送
へ
の
転
換
に
伴
い
、
超
短
波
放
送
の
放
送
設
備
に
よ
り
政
見
放
送

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
五
十
条
第
一
項
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

第
一
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
基
準
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
（
新
基
準
法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
国
会
議
員
の
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
又
は
日
本
国
憲
法
第

九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

三

新
基
準
法
第
十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
の
時
の
属
す
る
日
（
同



法
第
三
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
（
以
下
「
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登

録
の
移
転
の
申
請
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
十
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
日
）
が
施
行
日
以

後
で
あ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

四

第
二
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
第
二
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
衆

議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
三
項

関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


